
構造改革特別区域計画の変更の認定申請書 

 

１６農政第４３５号 

平成１６年１０月８日 

 

 

内閣総理大臣 小泉 純一郎 殿 

 

 

長崎県知事 金子 原二郎     

 

 

平成１６年６月２１日付けで認定を受けた構造改革特別区域計画について

下記のとおり変更したいので、構造改革特別区域法附則第３条に規定する措

置に基づき、認定を申請します。 

 

記 

 

１ 変更事項 

  「構造改革特別区域計画」中 

  ３ 構造改革特別区域の範囲 

  ４ 構造改革特別区域の特性 

  ７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社 

会的効果 

  別紙（特定事業１３０３）



 

２ 変更事項の内容 

 

変 更 前 変 更 後 

３ 構造改革特別区域の範囲 

平戸市及び五島市（旧岐宿町の区域を

除く）並びに長崎県北松浦郡大島村及び

生月町並びに南松浦郡新上五島町の全

域 

３ 構造改革特別区域の範囲 

平戸市及び五島市並びに長崎県北松

浦郡大島村及び生月町並びに南松浦郡

新上五島町の全域 

４ 構造改革特別区域の特性 

 (1) 概況 

特別区域における平成 14 年の農業

産出額は、約 87億円で、総農家数は、

約 4,900 戸、耕地面積は、約 5,800ｈ

ａ、となっている。 

 

 (2) 農業産出額 

区  分 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ 

特別区域  ９６  ９２  ８７ 

 

 (3) 有害鳥獣による農作物の被害状況 

【特別区域】 

区 分   カラス   合 計 

Ｈ１２   12,254   23,641 

Ｈ１３   30,234   49,001 

Ｈ１４   27,110   51,436 

４ 構造改革特別区域の特性 

 (1) 概況 

特別区域における平成 14 年の農業

産出額は、約 95億円で、総農家数は、

約 5,500 戸、耕地面積は、約 6,500ｈ

ａ、となっている。 

 

 (2) 農業産出額 

区  分 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ 

特別区域 １０５ １０１  ９５ 

  

 (3) 有害鳥獣による農作物の被害状況 

【特別区域】 

区 分   カラス   合 計 

Ｈ１２   12,254   23,641 

Ｈ１３   30,671   49,438 

Ｈ１４   27,846   52,172 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造

改革特別区域に及ぼす経済的社会的効

果 

なお、本特例を適用することによ

り、被害額を毎年５％減少させ、平成

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造

改革特別区域に及ぼす経済的社会的効

果 

なお、本特例を適用することによ

り、被害額を毎年５％減少させ、平成



２０年度の被害額を４，０００万円に

抑制することを目標とする。 

 

特別区域内の平成 14年度の被害額 

約５，１５０万円 

(目標)特別区域内の平成 20年度の被害額 

約４，０００万円 

２０年度の被害額を４，０５０万円に

抑制することを目標とする。 

 

特別区域内の平成 14年度の被害額 

約５，２００万円 

(目標)特別区域内の平成 20年度の被害額 

約４，０５０万円 

別紙 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けよ

うとする者 

平戸市及び五島市（旧岐宿町の区域を

除く）並びに長崎県北松浦郡大島村及び

生月町並びに南松浦郡新上五島町の全

域において有害鳥獣捕獲を実施しよう

とする者 

別紙 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けよ

うとする者 

平戸市及び五島市並びに長崎県北松

浦郡大島村及び生月町並びに南松浦郡

新上五島町の全域において有害鳥獣捕

獲を実施しようとする者 

 

 

 


